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1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

多摩ニュータウンは、戦後の東京への人口集中による

住宅不足解消のために東京都等により建設された、我が

国最大面積規模の新住宅市街地開発事業（以下「新住事

業」）である。1965年 12月、多摩ニュータウンの基盤整

備は全区域に新住事業の都市計画決定がされたが、その

後、住民の反対等により 10地区が土地区画整理事業（以

下「区整事業」）に変更された（図 1参照）。 

多摩ニュータウンに関する既存研究は、住区オープン

スペース計画の評価（1）、施設立地のための計画事業生成

過程の解明（2）、職住近接の視点から開発プロセスの分析
（3）等が存在する。                     図 1 多摩ニュータウンの基盤整備図 

本研究は新住事業から区整事業へ変更した区域に着目し、多摩ニュータウン区域外を含む 2地区を抜いた 8地
区の特徴を地形・人口密度・減歩率より分析すると共に、事業誌等の整っている多摩・小野路第 1.2.3・由木地区

について、どのような要因・経緯で変更されたのかを地元住民・施行者・関係都町に着目し時系列で解析する。 
    

2. 新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業へ変更した区域の特徴新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業へ変更した区域の特徴新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業へ変更した区域の特徴新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業へ変更した区域の特徴    

減歩率は、保留地減歩が存在せず、公共減歩のみの地区が 8地区のうち 4地区存在する。また、合算減歩率が約 20

～30％に集中しているが、相原・小山区整事業区域に限っては、48％ととなっている（表 2参照）。 

地形は、区整事業面積の 60％以上を占める多摩・由木区整事業区域は、標高 60～80ｍであり、乞田川・大栗川を中

心とする谷戸部に広がっている。小野路第 1.2.3、稲城竪台、及び稲城堂ヶ谷戸区整事業区域は、標高 160ｍ以下の土地

であり、山間に点在する平地部である。相原･小山区整事業区域は、標高 180ｍ以上の土地が多い丘陵地である。 

人口密度は、小野路第 1が 9人/ha、小野路第 2が 13人/ha、小野路第 3が 12人/ha、多摩が 15人/ha、由木が 10

人/ha、稲城堂ヶ谷戸が 11人/ha、稲城竪台が 9人/haとなっている。また、相原・小山は 1人/haとなっている。 

表 2 土地区画整理事業へ変更した 8地区の概要 

    

3. 5 地区の新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業への変更の経緯と要因地区の新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業への変更の経緯と要因地区の新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業への変更の経緯と要因地区の新住宅市街地開発事業から土地区画整理事業への変更の経緯と要因    

（1）多摩土地区画整理事業区域 

1965年 12月の新住都計決定以前、施行者及び多摩町は地元住民に対し十分な説明・告知をしておらず、地元住民は

用地買収が始まったころ土地の収用権の存在を知った。1966 年 2 月、地元住民は多摩町に計画区域からの除外要望を

提出したが、既に新住の都計決定されているという理由から却下された。地元住民は引き続き計画区域除外の陳情・請

願を行ない、同年 11月幹線道路や鉄道路線計画等の存在する当地区を多摩ニュータウン区域から除外することのでき 
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なかった東京都は、代替案として区整事業の施行を決定し、住民にこの説明会をなった。事業には、工事に必要な土 

地を借り上げる借地方式や、地区内の家屋を集団で移転した後工事を行なう集団移転方式が盛り込まれた。これらは、

同意を得る為の条件ともなった。こうして同年 12月、区整事業の都計決定された（図 2参照）。 

多摩区整事業区域への変更要因は、主に以下の 2つである。第 1に既存住民に営農者が多く「先祖伝来の土地を手放

したくない」、「営農には持地が必要である」等の理由から、土地を手放したくなかった為にニュータウン区域からの除

外を求めたこと。第 2に施行者は重要な道路・河川・鉄道計画が含まれる当区域をニュータウン区域から除外する事が

できなかった為、借地方式や集団移転方式等を盛り込んだ区整事業を提案し、住民から同意を得たこと（図 2参照）。 

図 2 多摩土地区画整理事業への変更の経緯と要因    

（2）小野路第 1.2.3土地区画整理事業 

 1965年 6月「多摩ニュータウン開発 1965」が発表されたが、地元住民に対し新住事業の用地収容権について曖昧な

説明のまま、同年 12月新住の都計決定が行なわれた。地元住民は、農林省に対し計画区域からの除外陳情を行なった

が、都は、周辺区域のみが整備されることは乱開発の原因ともなるため、代替案として集団移転方式を盛り込んだ区整

事業を勧めた。その結果住民の同意が得られ、1966年 12月に小野路第 1.2.3区整事業の都計決定となった。 

 変更要因は、第 1に、「引き続き営農でも生計は立てられる」、「新住事業の説明不足」等から住民が新住事業区域（ニ

ュータウン計画区域）からの除外を求めたこと。第 2に、都は周辺区域のみの整備は乱開発の原因ともなるとし、代替

案として集団移転方式を盛り込んだ区整事業を勧め、住民の同意を得たこと。 

（3）由木土地区画整理事業 

    1965年 12月の新住事業の都計決定後、地元住民は、用地買収への反対から東京都及び東京都議会に対し新住事業区

域（ニュータウン計画区域）からの除外陳情を行なった。しかし、東京都は幹線道路や鉄道路線計画等の存在する当地

区を多摩ニュータウン区域から除外する事ができず、代替案として区整事業提示した。その後、借地方式や集団移転方

式、更に多摩区整の前例から、住民の同意が得られ、1971年 7月由木区整事業の都計決定が行なわれた。 

 変更要因は、「引き続き営農でも生計は立てられる」、「新住事業の説明不足」等から住民が新住事業区域（ニュータ

ウン計画区域）からの除外を求めたこと。都は周辺区域のみの整備は乱開発の原因ともなるとし、代替案として集団移

転方式を盛り込んだ区整事業を勧め、住民の同意を得たこと。 

    

4. 結論結論結論結論    

新住事業から区整事業へ変更した区域の特徴は、減歩では、相原・小山地区を除いた 7地区が合算減歩率 20％～30％

であり、また 4地区保留地減歩が存在しない。地形的には、相原・小山地区を除いた 7地区が標高 180ｍ以下の谷戸や

山間である。人口密度では、相原・小山地区得を除いた 7地区が施行前の状況で 9人/ha以上となっている。 

変更の要因及び経緯は、多摩・小野路・由木区整事業区域では、新住事業の都計決定後に施行者による説明不足、用

地買収への反対、営農の継続希望等から、地元住民が新住（ニュータウン）区域からの除外陳情・請願が起こった。し

かし、重要公共施設計画の存在、乱開発の防止という観点から多摩ニュータウン計画区域からの除外をできなかった東

京都は、借地方式や集団移転方式、減歩率の軽減等をもりこんだ区整事業を代替案として提案し、変更となった。    
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